
船舶事故調査報告書 

平成２８年８月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２８年３月１１日 １５時３０分ごろ 

発生場所 広島県尾道糸崎港第４区（尾道水道） 

 尾道灯台から真方位２９６°２７０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°２４.２′ 東経１３３°１１.６′） 

事故の概要  引船第三海勇
かいゆう

丸は、はしけIWAKITEC
イ ワ キ テ ッ ク

 NO.11 を横抱きにして西進中、

また、旅客船むかいしま－２は、桟橋に係留中、IWAKITEC NO.11 がむ

かいしま－２に衝突した。 

 IWAKITEC NO.11 は、右舷船首部外板に擦過傷を生じ、また、むかい

しま－２は、左舷船尾部外板に凹損等を生じた。 

事故調査の経過 平成２８年３月１８日、調査を担当する主管調査官（広島事務所）を

指名 

原因関係者から意見聴取実施済み 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 引船 第三海勇丸、１９トン 

   ２７０－４１３７７広島、市川海運有限会社 

Ｂ はしけ IWAKITEC NO.11、総トン数不詳 

   なし、イワキテック株式会社 

Ｃ 旅客船 むかいしま－２、１９トン 

   ２７３－１０１９４広島、向島運航株式会社 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、二級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 右舷船首部外板に擦過傷 

Ｃ 左舷船尾部外板に凹損等 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北東、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮流 西流約２ノット、潮汐 下げ潮の中央期 

 事故の経過  Ａ船は、左舷側にＢ船を横抱きにして引船列（以下「Ａ船引船列」

という。）を構成し、反航船を避けながら尾道水道を西進した。 

 船長Ａは、前路の桟橋に係留中のＣ船を見たが、Ｃ船との距離にま

だ余裕があったので、反航船に注意を向けて操船していたところ、Ｃ

船の至近に迫っていることに気付き、左舵一杯を取り、続けて機関を

後進にかけたものの、Ｂ船がＣ船に衝突した衝撃を感じた。 

 Ｃ船は、無人の状態で、船首を西方に向け、広島県尾道市の旅客タ

ーミナル前面海域にある桟橋に係留していた。 

分析  Ａ船引船列は、西進中、船長Ａが、桟橋に係留中のＣ船を認めたも

のの、反航船に注意を向け、Ｃ船との距離を確認していなかったこと



 

から、Ｃ船に接近していることに気付かなかったものと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船引船列が西進中、船長Ａが、反航船に注意を向け、

Ｃ船との距離を確認していなかったため、Ｃ船に接近していることに

気付かず、Ｂ船が桟橋に係留中のＣ船と衝突したことにより発生した

ものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・常時適切な見張りを行うこと。 


